
静岡ＤＰＡＴについて
（災害派遣精神医療チーム）

地⽅独⽴⾏政法⼈ 静岡県⽴病院機構
静岡県⽴こころの医療センター 院⻑ 村上直⼈
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・⾃然災害や事件・事故等の集団災害が発⽣した場合、
 災害ストレスにより新たに精神的問題が⽣じる等、
 精神保健医療への需要が拡⼤。
・専⾨性の⾼い精神科医療を提供するために都道府県等
 によって組織され、専⾨的な研修・訓練を受けた
 災害派遣精神医療チームが「ＤＰＡＴ」。
・平成２５年４⽉厚⽣労働省により設⽴された。

（厚⽣労働省 ＤＰＡＴ活動要領より抜粋）

ＤＰＡＴとは
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・平成29年3⽉23⽇に「静岡ＤＰＡＴ」発⾜
・指定病院は全17病院（令和元年10⽉現在）
・県と当院が協働して運営を⾏っている

静岡ＤＰＡＴについて

①聖隷三⽅原病院 ⑩静岡⾚⼗字病院
②朝⼭病院 ⑪県⽴こども病院
③浜松医科⼤学医学部附属病院 ⑫溝⼝病院
④神経科浜松病院 ⑬清⽔駿府病院
⑤三⽅原病院 ⑭鷹岡病院
⑥川⼝会病院 ⑮沼津中央病院
⑦⼩笠病院 ⑯ＮＴＴ東伊⾖病院
⑧菊川市⽴総合病院 ⑰順天堂⼤学医学部附属静岡病院

⑨県⽴こころの医療センター

静岡ＤＰＡＴ指定病院
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ＤＰＡＴ活動実績
（令和元年10⽉現在）

平成28年
熊本地震
42⾃治体
381班派遣

平成26年8⽉豪⾬
1⾃治体7班派遣

平成26年
御嶽⼭噴⽕
1⾃治体1班派遣

平成27年9⽉
関東・東北豪⾬
1⾃治体延30班派遣

平成29年
那須雪崩事故
1⾃治体1班派遣

平成29年７⽉
九州北部豪⾬
福岡県：1⾃治体4班派遣
⼤分県：1⾃治体3班派遣

平成30年７⽉豪⾬
広島県：3⾃治体延64班派遣
岡⼭県：1⾃治体1班派遣
愛媛県：1⾃治体1班派遣

平成30年
北海道胆振東部地震
3⾃治体3班派遣
 ⇒国本部に職員派遣

令和元年9⽉
台⾵１５号
 ⇒現地に職員派遣

4



北海道胆振東部地震
全医療救護班の対応症候

災害ストレス関連諸
症状, 27%

創傷, 25%

⽪膚疾患（外傷・
熱傷以外）, 12%

⾼⾎圧症, 10%

急性呼吸器
感染症, 6%

便秘, 6%

打撲, 5%

発熱, 3%

消化器感染症
、⾷中毒, 3% 頭痛, 3% 災害ストレス関連諸症状

創傷

⽪膚疾患（外傷・熱傷以外）

⾼⾎圧症

急性呼吸器感染症

便秘

打撲

発熱

消化器感染症、⾷中毒

頭痛
※出典：J-SPEED＋（2018年11⽉7⽇時点） n=423 5

令和元年度静岡県ＤＰＡＴ研修
令和元年６⽉１５⽇〜１６⽇
於：静岡県危機管理センター

静岡県地域防災計画、災害医療体制、災害精神医療について、
講義、演習を交えて研修を⾏った。
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平成29年度国⺠保護共同実動訓練
想定：化学物質によるテロ

早期に介⼊し、
⼼的外傷後ストレス障害（PTSD）の発症を予防     
 ○傾聴
 ○リーフレットの配布（帰宅後に⽣じやすい不安や不眠への対応）

静岡ＤＰＡＴ先遣隊員は、ＰＦＡ（⼼理的応急処置）指導者
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○静岡ＤＰＡＴの質の
 維持・向上
 ・研修会の実施
 ・各⾃治体の防災訓練への参加
 ・各病院での防災訓練の実施

令和元年度静岡県総合防災訓練
函南町⽴東中学校にて

今後の取組

○市⺠への災害時メンタル
 ヘルスの啓発
 ・⾃治体の防災訓練を通して
 ・消防団等への講習会を通じて

8


